
２０１8年 ２月１７日（土）

サニー貸会議室 東京都千代田区内神田3‐4‐11サニー南神田ビル

〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目8番1号浅井ビル4階

電話：０３-５５７７-５２５１・ＦＡＸ：０３-５２９５-００５９
メール：seminar＠sounokai-kouken.or.jp

特定非営利活動法人 颯乃会 事務局
そうのかい

◆ お申込みは、下記申込用紙にご記入の上、ＦＡＸをお送りくだ
さい。メール、ホームページ、電話でのお申込みもできます。
定員を超えた場合のみご連絡させていただきます。

公開セミナー参加申込用紙

お 名 前 電 話 番 号

メ ー ル ＦＡＸ番号

ご 住 所
〒

※ご記入いただきました個人情報は、適正に管理するとともに、本セミナーの連絡・記録のため、また特定非営利活動法人颯乃会からの今後
開催するセミナー等のご案内に利用させていただく場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

ＦＡＸ ： ０３－５２９５－００５９ まで

１ 家族信託が必要とされる背景
２ 家族信託と成年後見
３ 家族信託の基本は意外と簡単
４ 家族信託事例

①不動産オーナーの財産管理 ②相続対策の建物建築
③家族信託だけの資産承継 ④家族信託で事業承継

【神田駅西口から徒歩２分】
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特定非営利活動法人 颯乃会 主催
そうのかい

尾﨑 信夫 氏

司法書士・家族信託専門士

おざき のぶお


